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第１章 総則 

        この仕様書は、八代海岸保全事業により不用となった鉄くず（以下「物品」という。） 

の売払に伴う仕様を示したもので、売買及び引渡しにあたっては、売買契約書によるほか、 

この仕様書によるものとする。 

        なお、売払者には売払者が指定する担当職員、また買受者には買受者が指定する使用人 

を含むものとする。 

 

第２章 売却内容 

    １．品目及び重量 

品 目 規 格 等 重 量（kg） 

鉄くず 鋼矢板 30,100 

  
グレーチング、ガード

レール等 
670 

 コルゲートパイプ 3,160 

合  計 33,930 

     注）重量は設計重量であるため、実際の重量とは誤差が生じることがあり、また、さ 

      び等による損耗も見込まれるため、当該重量の受け渡しを保証するものではない。 

      したがって、買受者は十分に現物確認を行った上で入札すること。ただし、現物確 

      認を入札条件とするものではない。 

 

    ２．入札方法 

    入札者は、売払物品の本体価格から運搬・分別等に要する一切の諸経費を差し引いた金 

額を見積るものとする。 

        また、入札者は見積りにあたって物品の状態等を令和８年３月２３日から４月７日まで

の行政機関の休日を除く日の午前９時から午後４時の間に、下記４．引渡場所において売

払者が指定する担当職員の立ち会いの下確認することができる。 

なお、現物確認を行う際は、行政機関の休日を除く立会希望日の前日までに以下の事業 

所担当係まで連絡するものとする。 

〒866-0895 

熊本県八代市大村町 1092-1 

九州農政局八代海岸保全事業所 庶務課 経理係 

電話 0965-37-8955 

    落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する 

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる 

ものとする。）をもって落札価格とする。 



 

 

    ３．引渡期限 

        売買契約書第３条の売買代金納入の日から令和８年５月２２日まで 

 

    ４．引渡場所 

        熊本県八代市地内 

 

    ５．所有権の移転 

        この物品の所有権は、売買契約書第４条第３項により引き渡しが完了したときに、売払 

   者から買受者に移転するものとする。 

     

第３章 搬出作業 

    １．諸法規の遵守 

        諸法規を遵守し、作業の円滑な進捗を図ること。 

 

    ２．搬出費用の負担 

      搬出等に伴う責任と費用は、一切買受者の負担とする。 

     

    ３．公共物等への損傷 

        買受者自ら公共物等を損傷させた場合には、買受者の責で措置をすること。 

 

第４章 物品の引渡し 

    １．遵守事項 

        買受者が物品を引き取る時は、売買契約書第４条に定める事項を遵守すること。 

 

  ２．その際に提出する受領書は、別紙「物品受領書」のとおりとする。 

     

第５章 その他 

    １．疑義の取り扱い 

        この仕様書に定めなき事項については、売払者と買受者は信義をもって協議すること。 

  



別紙 

 

物 品 受 領 書 
 

令和  年  月  日  

 

分任契約担当官 

九州農政局八代海岸保全事業所長 江藤 俊児 殿 

 

 

住  所 

会社名等 

氏  名 

 

 

件  名  令和８年度八代海岸保全事業 現場発生材（鉄くず）売払 

 

 

 令和 年 月 日契約締結した上記売買契約について、下記のとおり受領しましたので、 

売買契約書第４条第３項に基づき物品受領書を提出します。 

 

 

記 

 

１．受領 年月日  令和  年  月  日 

 

２．受 領 物 品  一式 

 

 


